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「No.187号」に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
P4 
P15
P20　編集後記　(誤)令和9年3月　(正)令和10年3月

後期高齢者医療費１億４７６４万円は税務住民課所管事業
大谷議員一般質問　(誤)地域整備課長　(正)産業環境課長
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議員のスケジュール
1日　● 
6日　● 
10日　● 
11日　● 
21日　● 
22日　● 
24日　● 
27日　● 
29日　● 

全員協議会
臨時会・大滝小学校運動会
犬上郡町村議会議長会福利厚生事業
多賀小学校運動会
合同行政視察研修（穴水町）
合同行政視察研修（津幡町）
彦根愛知犬上市町議会議長会議員研修会
議会改革特別委員会・近江路交通マナーアップ運動
滋賀県町議会議員研修会

2日　●
3日　●
4日　●
5日　●
9日　●

19日　●

定例会開会（議案の提案）
一般質問（１日目）
一般質問（２日目）
総務常任委員会
予算特別委員会
総務常任委員会・議会改革特別委員会
全員協議会・定例会閉会（議案の議決）

14日　●多賀町民のつどい

1日　●
2日　●
4日　●
22日　●
25日　●
26日　●

大滝たきのみやこども園運動会
多賀ささゆり保育園運動会
滋賀県町村議会議長会広報研修会
町制７０周年記念式典
近江路交通マナーアップ運動
議会運営委員会・全員協議会

定例会

①総務常任委員会(４人)
②産業建設常任委員会(５人) 
③広報常任委員会（５人）
休会中・閉会中にも各委員会の活動
をしています。
他に、議会運営委員会（５人）や
必要に応じて特別委員会が設置され、
活動しています。

議会には
３つの常任委員会があります

多賀町議会 検  索

多賀町議会ホームページ
QRコードを読み取るか「多賀町議会」で検索‼

　町制70周年を迎え、
長年にわたり、功労い
ただきました方々への
表彰、誠におめでとう

ございます。
　今日までの貢献に敬意を表し、
今後のご活躍を心よりご期待いた
しております。
　広報委員5人は、「多賀町議会に
興味をもってもらえる議会だより」
を目標に頑張っておりますので、
今後とも皆さんのご意見、ご要望
をいただきますようお願い申しあ
げます。

記　一之瀨　浩治

議会を傍聴してみませんか？
議員や行政は、どんなまちづくりを考えているのか、直接、
見て、聞くことができます。

※日程は変更になる場合があります３月定例会の予定３月定例会の予定 ※日程は変更になる場合があります

３月３日㈫
３月４日㈬
３月５日㈭
３月24日㈫

町長が町政報告と議案提案をおこないます

議員が町政について質問します

初日に提案された議案を採決します

定例会開会

一 般 質 問

一 般 質 問

定例会閉会

9：30～

9：30～

9：30～

13：30～

                                     

座席は21席。
途中入退場も可能、
予約も不要です！！
どなたでもお気軽に
お越しください。
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町制70周年記念式典

町制70周年記念式典町制70周年記念式典
令和7年11月22日多賀町中央公民館「多賀結いの森」ささゆりホールに
て三日月滋賀県知事、加藤滋賀県議会副議長、伊藤滋賀県町村会長、小寺衆
議院議員をはじめ、永山日置市長・福元産業建設常任委員長（兄弟都市）、松
浦三朝町長・松原議長（友好都市）などの、数多くのご来賓をお迎えし
て、町制70周年記念式典が執りおこなわれた。
多賀町は1955年4月1日、旧多賀町、大滝村、脇ヶ畑村が町村合併促進法
により合併、新制多賀町となった。
久保町長は「変わらぬ自然、歴史、文化、伝統、そして温かな人の心を大
切にしつつ、新たな可能性を追求していきたい」と述べた。

令和7年11月22日多賀町中央公民館「多賀結いの森」ささゆりホールに
て三日月滋賀県知事、加藤滋賀県議会副議長、伊藤滋賀県町村会長、小寺衆
議院議員をはじめ、永山日置市長・福元産業建設常任委員長（兄弟都市）、松
浦三朝町長・松原議長（友好都市）などの、数多くのご来賓をお迎えし
て、町制70周年記念式典が執りおこなわれた。
多賀町は1955年4月1日、旧多賀町、大滝村、脇ヶ畑村が町村合併促進法
により合併、新制多賀町となった。
久保町長は「変わらぬ自然、歴史、文化、伝統、そして温かな人の心を大
切にしつつ、新たな可能性を追求していきたい」と述べた。

山口久男議員は、昭和59年４月の初当選以来、現在に至る11期42年にわたり多賀町議会
議員として常に町民の声に寄り添う姿勢を議員活動のモットーとし、誠実に真摯に町政の発
展に尽力してこられた。
また、議会では総務常任委員長、産業建設常任委員長として教育環境の充実、地域福祉の向
上、さらに、中山間地の公共交通や人口減少問題など多岐にわたる政策分野において本町の持
続的発展に大きく寄与されるとともに、議会運営においても議会運営委員長として、円滑かつ
公正な議論環境づくりに努め、議会の強化に向けた基盤形成について、現在も尽力されてい
る。長きにわたり培われた豊富な経験と広い識見をもとに、町民一人ひとりの幸福と地域社会
の未来を見据えた政策提言を重ねてこられた功績により「特別功労」を受賞された。

特別功労　山口 久男 議員

初当選■平成20年４月（現在５期目）
公職歴■議長、副議長、議会運営委員長、議会改革特別委員長

自治功労　富永　 勉 議員

初当選■平成24年４月（現在４期目）
公職歴■議長、副議長、産業建設常任委員長、ダム対策特別委員長

自治功労　菅森 照雄 議員

初当選■平成24年４月（現在４期目）
公職歴■副議長、総務常任委員長、産業建設常任委員長、広報常任委員長、議会改革特別委員長

自治功労　川岸 真喜 議員

富永議長は挨拶で「自然豊かで住みよいまち多賀町として、順調に発展を遂げてきたこ
とは、町民の皆さまの深いご理解、ご協力ならびに関係各位のご支援の賜物と心から感謝
を申しあげます。議会においても、心して一層の研鑽を重ね住民の信頼と負託に応えてま
いる決意を新たにするとともに、町執行部と適度な緊張関係を保ちながら共に英知を結
集し、第6次多賀町総合計画に掲げる施策の実現に取り組んでまいります。」と述べた。
式典は終始和やかな雰囲気の中で執りおこなわれ、最後に、多賀町文化協会加盟の4団
体が演奏や歌を披露され最後の「ふるさと」の歌では、会場も一体となった。
また、議会においては、特別功労として山口久男議員に、自治功労として富永勉議員、
菅森照雄議員、川岸真喜議員に表彰状が授与された。

けんさん
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令和７年度多賀町一般会計補正予算
（第４号・５号）について
歳入歳出それぞれ　1億5810万円追加

主な予算項目・内容
歳入

歳出

総務常任委員会に付託された議案２件の審査結果

国補助金・交付金 寄付金 町の一般財源

12月定例会補正  67億8994万円 補  正  後  69億4804万円

3560万円
400万円
4000万円

デジタル基盤改革支援補助金
社会資本整備総合交付金（ハザードマップ作成事業）
多賀町まちづくり応援寄付金（ふるさと納税）

項　　　　目 金　額

項　　　　目 金　額
2002万円
3430万円
234万円
168万円
321万円
400万円
400万円
493万円
1540万円
669万円

ふるさと納税業務委託料
電算保守委託料・電算構築委託料
コミュニティバス運行対策費補助金
子育て支援対策費（放課後児童クラブ防犯カメラ設置）
予防接種委託料

ハザードマップ作成委託料

給食賄材料費（小中学校）
施設維持補修工事（多賀小学校雨漏り補修工事）
光熱水費・燃料費（中央公民館・あけぼのパーク・林業会館・園・学校など）

 一目でわかる審議結果 一目でわかる審議結果 12月定例会

予算特別委員会 一目でわかる審議結果

議案第65号
「多賀町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について」
（継続審査）理由：今会期中に審査終了し得ないため

議案第70号
「令和７年度多賀町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について」
歳入歳出それぞれ338万円を追加し、歳入歳出それぞれ8億9649万円とする
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多賀町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について
（総務常任委員会付託 　P 5 参照）

多賀町放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準
を定める条例の一部を改正する条例について

多賀町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に
関する基準を定める条例の一部を改正する条例について

多賀町家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定め
る条例の一部を改正する条例について

令和７年度多賀町一般会計補正予算（第４号）について
（予算特別委員会付託 　P 5 参照）

令和７年度多賀町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）に
ついて（総務常任委員会付託　 P 5 参照）

令和７年度多賀町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２
号）について

多賀町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

多賀町特別職の職員で常勤の者の給与および旅費に関する条例
の一部を改正する条例について

令和７年度多賀町一般会計補正予算（第５号）について

令和７年度多賀町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に
ついて

令和７年度多賀町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）に
ついて

令和７年度多賀町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３
号）について

多賀町議会基本条例の一部を改正する条例について
（P 17参照）

令和７年度多賀町下水道事業会計補正予算（第１号）について

令和７年度多賀町水道事業会計補正予算（第２号）について

継 続 審 査
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行政視察研修 行政視察研修

AIバスの運行・
中山間地域の公共交通について

能登半島地震発生時の被害状況と
現在までの災害復興状況について

令和6年1月1日午後4時10分ごろ、最大震度７の地震が発生震災発生

総務・産業建設常任委員会合同行政視察研修（石川県）

中山間地域の公共交通について

AIバスの運行について

以前の公共交通（鉄道、タクシー、民間バス、町営バス）の説明。

ＡＩ活用型オンデマンドバス、事業化までの経緯と運行に必要となる主な経費、
車両（のるーと津幡）、運行概要と現在の状況、評価、課題の説明。

能登半島地震発生時の被害状況と
現在までの災害復興状況について

穴水町陸上競技場を活用した仮設住宅団地

①職員の登庁が困難
②通信ケーブルなどの通信手段が遮断
③災害対応の知識と経験が不足
④集積拠点の確保、支援物資等の内容
　や数量、搬入時間の確認が困難
⑤車中泊などによる避難所以外の場所
　での避難者の把握が困難
⑥施設の損傷により、保育や教育活動
　が困難
⑦医療のひっ迫

石油ストーブ
簡易トイレ

震災対応の課題
54カ所開設　約4000人

災害廃棄物の仮置き場 のるーと津幡　車いす対応バス

今回の穴水町研修を通じて、災害時の初動
対応や被災状況把握、支援受け入れ体制の
重要性を学んだ。
復旧までの全体像を踏まえて、多賀町でも
防災無線を含む計画が形骸化しないよう、
当委員会として継続的に調査・検証をおこ
なっていく。

問：発災時の防災無線の使用状況は。
答：親局と通信局とのネットワークに異常が発生。
　　4日間、防災行政無線による情報伝達ができ
　　なかった。

問：発災後のボランティアの受け入れ状況は。
答：発災から10日後に災害ボランティアセンター
　　を開設した。

問：公共交通にAIバス運行を導入した理由は。
答：津幡町には、JR線とIRいしかわ鉄道線、タクシー、民間バス、町営バスが町民の交通手段で
　　ありましたが、町営バスにおいて運行の効率化、利用者の減少、運転手不足などが喫緊の課
　　題であり存続が危機的な状況であったため。

問：町民への周知や浸透の状況、また現在の利用者数とその推移は。
答：協議を重ね、マスコミ、町広報誌等で積極周知をおこない、持続可能な地域交通をめざして
　　令和５年予算化および国庫補助申請。一日当たりの利用者は、路線バスのみ時は270人、
　　令和７年９月現在358人と＋32.6%の実績。

問：ルートや停留所の設置について条件はありますか。
答：廃線路線の停留所を活用しており、スマホアプリで予約可能、キャツシュレス決済を可能と
　　している。

問：既存の公共交通との役割分担や調整は。
答：民間バスの廃線となった6路線をエリアとして運行。

避難所の開設

不足したもの

AIバスの運行・
中山間地域の公共交通について

穴水町
あな みず まち

10月21日
津幡町
つ ばた まち

10月22日

閉庁日・休館日等のため公共施設が施錠さ
れており、避難所として
の開設が遅滞。
発災直後に開設できた避
難所は、５カ所でした。

簡易
トイレ

災害時

○
○
学
校

視察研修を終えて

視察研修を終えて
津幡町によるAIバスの運行は、利用状況に応じ
た効率的なルート設定や、アプリ・電話による
乗車場所の指定が可能で、運行コストが安価で
ある点が魅力である。
一方、多賀町には愛のりタクシーという地域の
実情に即した公共交通が存在する。
今後は、こうした多様な公共交通の事例を踏ま
えながら、多賀町の生活環境や住民のニーズに
適した交通手段の在り方、さらに近隣自治体と
の連携についても検討していく必要がある。
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多賀小学校北校舎

獣害対策の一例

多
賀
の
小
中
学
校
の
在
り
方
も
含
め
て

総
合
的
な
検
討
が
必
要

教
育
長

多
賀
小
学
校
の
校
舎
の

老
朽
化
に
つ
い
て

【
大
谷
】
多
賀
小
学
校
は
創
立
１
５
０
周

年
を
昨
年
迎
え
、
児
童
数
も
増
加
の
ピ
ー

ク
を
迎
え
て
い
る
が
、
北
校
舎
は
築
70
年

近
く
、
雨
漏
り
な
ど
の
損
傷
が
激
し
く
、

老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
。

　
久
保
町
長
よ
り
、
９
月
定
例
会
の
一
般

質
問
で
10
〜
15
年
後
を
目
途
に
建
て
替
え

の
必
要
が
あ
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
具
体

的
な
計
画
が
あ
る
の
か
。

【
教
育
長
】
多
賀
小
学
校
の
北
校
舎
は
、

建
て
替
え
が
必
要
な
築
80
年
ま
で
12
年
と

な
る
。

　
老
朽
化
が
進
み
、
毎
年
補
修
・
補
強
を

繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
多
賀
中
学

校
校
舎
も
築
55
年
を
経
過
し
、
５
年
後
に

は
、
大
規
模
改
修
が
必
要
と
な
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
多
賀
の
小
中
学

校
の
在
り
方
も
含
め
て
総
合
的
に
検
討
す

る
必
要
が
あ
り
、
学
校
関
係
者
、
専
門
家

を
は
じ
め
、
地
域
住
民
の
皆
さ
ん
の
意
見

を
聞
き
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
と
考
え
る
。

　
検
討
を
お
こ
な
う
た
め
の
組
織
、
計
画

案
は
ま
だ
決
ま
っ
て
い
な
い
が
、
検
討
委

員
会
の
メ
ン

バ
ー
や
方
向

性
、
今
後
の

日
程
な
ど
、

決
ま
り
次
第
、

説
明
す
る
。

町
全
体
の
財
政
面
か
ら
、

現
段
階
で
同
補
助
金
の
増
額
は
考
え
て
い
な
い

産
業
環
境
課
長

小
規
模
農
地
獣
害
対
策
事
業
補
助
金

交
付
要
綱
の
見
直
し
に
つ
い
て

　
小
さ
な
畑
で
も
有
効
な
獣
害
対
策
を
お

こ
な
う
に
は
、
資
材
の
高
騰
に
よ
り
、
ハ

ウ
ス
の
骨
組
み
と
網
な
ど
の
材
料
費
の
負

担
は
30
万
円
程
度
に
な
る
。
現
行
の
補
助

金
の
交
付
額
は
、
対
象
と
な
る
経
費
の
３

分
の
２
の
補
助
で
上
限
８
万
円
と
か
け
離

れ
て
い
る
。
上
限
額
を
20
万
円
程
度
ま
で

増
額
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
補
助
額

は
65
歳
以
上
の
者
を
含
む
世
帯
と
そ
れ
以

外
の
世
帯
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
子
育

て
世
代
が
親
子
で
家
庭
菜
園
を
お
こ
な
う

こ
と
に
も
大
き
な
意
義
が
あ
る
。

【
神
細
工
】
現
在
の
補
助
金
制
度
に
つ
い

て
補
助
額
増
額
の
考
え
は
。

【
産
業
環
境
課
長
】
物
価
高
は
本
補
助
金

の
ほ
か
の
補
助
金
制
度
で
も
同
様
で
あ
り
、

町
全
体
の
財
政
面
か
ら
慎
重
に
判
断
せ
ざ

る
を
得
ず
、
現
段
階
で
同
補
助
金
の
増
額

の
考
え
は
な
い
。

【
神
細
工
】
年
齢
制
限
の
撤
廃
の
考
え
は
。

【
課
長
】
農
業
振
興
施
策
と
し
て
検
討
の

余
地
は
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

議員の日常活動と調査・研究・住民の声
や自身の考え方をもとに、町長や教育長
などの方針を問うものです。

(注)　紙面の都合上○印の内容
は掲載していませんが、一般質
問の全内容は多賀町議会のホー
ムページで公開しています。

一般質問って ?

ページ 質　問　事　項 質問議員

11

10

10

9

9

一
般

質
問

◎多賀小学校の校舎の老朽化について
○人口減少を食い止める為の更なる施策について

◎多賀町小規模農地獣害対策事業補助金交付要綱の見直しについて
○多賀町におけるフォーミュラリ制度の導入は

◎「子育て世帯向け賃貸住宅整備事業」について
○観光振興施策の方向性と、情報発信体制について

○財政調整基金の考え方は
○予算の原則は守られているか
◎教育の現状と ICTの活用の現状は

11
○標準準拠システム移行について
◎物価高騰対策について
○財政問題と住民サービスの向上と住民負担軽減について

◎ツキノワグマ (月輪熊 )の安全対応は

12 ◎多賀町獣害防止集落自衛対策事業について

神細工 宗宏
かみざいく むねひろ

大谷 重温
おおたに しげはる

山口　久男
やまぐち ひさお

木下　茂樹
きのした しげき

川岸　真喜
かわぎし まさき

一之瀨 浩治
いちのせ こうじ

小島  　櫻
こじま さくら

大谷　重温 議員
おおたに　　しげはる

大谷　重温 議員
おおたに　　しげはる

神細工　宗宏 議員
かみざい　く　            むねひろ

神細工　宗宏 議員
かみざい　く　            むねひろ
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人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
へ
の

対
策
と
し
て
計
画
し
た

企
画
課
長

「
子
育
て
世
帯
向
け

賃
貸
住
宅
整
備
事
業
」に
つ
い
て

端
末
機
種
の
変
更
と
子
ど
も
た
ち
の

可
能
性
を
引
き
出
す
支
援
を
し
て
い
く

教 

育 

長

教
育
の
現
状
と

I
C
T
活
用
の
現
状
は

川岸　真喜 議員川岸　真喜 議員
かわぎし　　まさ　きかわぎし　　まさ　き

【
小
島
】
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
こ
の
提
案

に
至
っ
た
の
か
。

【
企
画
課
長
】
本
事
業
は
第
６
次
総
合
計

画
に
お
け
る
重
要
な
施
策
で
あ
る
人
口
減

少
・
少
子
高
齢
化
へ
の
対
策
と
し
て
計
画

し
た
。

【
小
島
】
自
治
会
や
地
域
住
民
へ
の
説
明

や
意
見
聴
取
は
、
ど
の
段
階
で
、
ど
の
よ

う
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
か
。
ま
た
、
今
後

お
こ
な
わ
れ
る
予
定
は
あ
る
の
か
。

【
課
長
】
住
民
説
明
会
は
一
度
実
施
済
み

で
す
が
、
今
後
さ
ら
に
ご
意
見
を
い
た
だ

く
場
を
設
け
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
得
た

い
。

【
小
島
】
町
営
住
宅
の
整
備
以
外
に
、
人

口
減
少
や
少
子
高
齢
化
へ
の
対
策
を
ど
の

よ
う
に
検
討
し
て
い
る
の
か
。

【
課
長
】
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
お
お
た
き
里
づ

く
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
お
こ
な
っ
て
い

る
大
滝
地
区
活
性
化
の
取
り
組
み
や
、

「
ふ
る
さ
と
ワ
ー
キ
ン
グ
ホ
リ
デ
ー
」

は
、
将
来
の
生
活
拠
点
と
し
て
多
賀
町
を

選
択
し
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
と
な
る
取

り
組
み
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

【
川
岸
】
教
育
の
現
状
を
踏
ま
え
た
教
育

長
の
教
育
方
針
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

【
教
育
長
】
本
町
の
教
育
方
針
「
心
豊
か

に
た
く
ま
し
く
つ
な
が
り
学
ぶ
多
賀
の
子

ど
も
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
以
下
を
取
り

組
む
。

⑴　
「
主
体
性
を
持
っ
た
子
ど
も
、
人
と

関
わ
る
力
を
持
っ
た
子
ど
も
」
の
育
成
。

⑵
　「
多
賀
に
愛
着
と
誇
り
を
持
っ
た
子

ど
も
」
の
育
成
。

⑶
　
次
期
G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
構
想
に
向

け
、
新
し
い
時
代
に
対
応
で
き
る
学
力
と

情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
の
育
成
。

【
川
岸
】
端
末
の
買
い
替
え
、
機
種
の
変

更
に
よ
る
利
点
は
。

【
学
校
教
育
課
長
】
令
和
８
年
２
月
よ
り
、

i
p
a
d
へ
変
更
と
な
り
、
軽
量
、
起
動

速
度
、
操
作
性
な
ど
高
く
な
る
。

【
川
岸
】
使
用
方
針
は
明
確
、
統
一
的
な

も
の
が
あ
る
の
か
。
教
員
の
方
に
よ
っ
て

左
右
さ
れ
な
い
か
。

【
課
長
】
統
一
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
文

書
化
し
て
い
な
い
が
、
各
校
の
実
践
状
況

や
課
題
を
共
有
し
、
情
報
交
換
や
実
践
交

流
を
し
て
い
る
。

【
川
岸
】
G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
構
想
の
理

想
に
近
づ
い
て
い
る
か
。

【
課
長
】
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
５
年

目
を
迎
え
、
課
題
も
見
え
て
き
て
い
る
。

今
後
も
、
構
想
の
理
想
で
あ
る
「
個
別
最

適
な
学
び
」
と
「
協
働
的
な
学
び
」
の
実

現
に
向
け
て
取
り
組
み
を
進
め
て
い
き
た

い
。

　

移
動
域
で
あ
る
と
認
識
し

今
日
に
至
っ
て
い
る

産
業
環
境
課
長

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ（
月
輪
熊
）の

安
全
対
応
は

　
本
町
で
は
、
昭
和
ま
で
ク
マ
の
生
息
は

聞
い
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。

　
平
成
27
年
に
、
樋
田
集
落
で
の
ク
マ
の

人
的
被
害
で
、
一
気
に
不
安
感
・
恐
怖
感

が
広
が
っ
た
。

　
１
頭
で
は
繁
殖
は
な
く
、
10
年
が
経
過

し
た
今
も
、
対
応
は
変
わ
っ
て
い
な
い
の

か
。

【
木
下
】
現
状
は
平
成
27
年
以
前
と
同
様

で
熊
の
生
息
は
な
い
の
で
は
な
い
か
？

【
産
業
環
境
課
長
】
ク
マ
の
移
動
域
と
し

て
、
わ
ず
か
で
も
ク
マ
は
い
る
と
認
識
す

る
。

【
木
下
】
生
息
の
疑
い
な
ら
強
い
注
意
喚

起
、
規
制
・
広
報
が
必
要
で
は
。

【
課
長
】
各
所
に「
ク
マ
出
没
注
意
」と

標
し
た
看
板
を
設
置
し
て
い
る
。

【
木
下
】
生
息
が
な
い
な
ら
注
意
看
板
撤

去
を
。

【
課
長
】
注
意
看
板
を
撤
去
す
る
考
え
は

な
い
。

【
木
下
】
国・県
の
生
育
地
域
基
準
は
。

【
課
長
】
基
準
の
定
め
は
な
い
。

　
「
ク
マ
ら
し
き
動
物
」
と
の
情
報
は
あ

る
が
、
断
定
に
は
至
ら
ず
、
対
応
の
発
動

に
は
至
っ
て
い
な
い
。

速
や
か
に
物
価
高
騰
対
策
を

講
じ
て
い
き
た
い

町
　
長

物
価
高
騰
対
策
に
つ
い
て

【
山
口
】
物
価
高
騰
が
国
民
の
暮
ら
し
と

営
業
を
直
撃
し
て
い
る
。
食
料
品
や
電

気
、
ガ
ス
代
、
燃
料
費
な
ど
あ
ら
ゆ
る
価

格
が
上
が
っ
て
お
り
、
ア
ン
ケ
ー
ト
で
物

価
高
で
６
割
以
上
の
人
が
「
生
活
が
苦
し

く
な
っ
た
。」
と
答
え
て
い
る
。
町
と
し

て
の
物
価
高
騰
対
策
に
つ
い
て
以
下
の
点

に
つ
い
て
問
う
。

　
物
価
高
騰
対
策
に
つ
い
て
町
と
し
て
の

独
自
の
支
援
策
の
考
え
は
ど
う
か
。

【
町
長
】
国
に
お
い
て
、
「
重
点
支
援
地

方
交
付
金
」
を
拡
充
す
る
予
算
措
置
が
図

ら
れ
る
見
込
み
。
多
賀
町
と
し
て
は
、
今

後
、
国
の
制
度
設
計
や
財
源
措
置
を
注
視

し
つ
つ
、
交
付
金
を
効
果
的
に
迅
速
に
活

用
し
た
予
算
を
編
成
し
、
速
や
か
に
物
価

高
騰
対
策
を
講
じ
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
る
。

【
山
口
】
現
在
、
水
道
の
基
本
料
金
の
減

免
が
さ
れ
て
い
る
が
、
次
年
度
以
降
も
基

本
料
金
減
免
の
延
長
の
考
え
は
ど
う
か
。

【
町
長
】
毎
日
使
用
さ
れ
る
水
道
と
い
う

こ
と
で
、
公
平
性
も
あ
り
、
住
民
の
皆
さ

ん
か
ら
の
申
請
等
の
事
務
手
間
も
な
い
こ

と
か
ら
、
遺
漏
な
く
、
迅
速
に
実
施
で
き

る
対
策
で
あ
り
、
次
年
度
に
お
い
て
も
有

効
な
物
価
高
騰
対
策
の
一
つ
と
し
て
考
え

て
い
る
。

小島　櫻 議員小島　櫻 議員
こ　じま　　さくらこ　じま　　さくら

木下　茂樹 議員
きのした　　しげ　き

木下　茂樹 議員
きのした　　しげ　き

山口　久男 議員
やまぐち　　ひさ　お

山口　久男 議員
やまぐち　　ひさ　お



132026.２議会だより188号12 2026.２議会だより188号

多賀町議会議員の 活 動 報 告
多賀町議会議員の活動報告町政を問う（７人が一般質問）

獣害防止柵

彦根愛知犬上市町議会議長会
議員研修会 近江路交通マナーアップ運動 滋賀県町議会議員研修会

多賀小学校運動会犬上郡町村議会議長会福利厚生事業 総務・産業建設常任委員会合同研修

滋賀県町村議会議長会広報研修会

10月
10日

10月
11日

10月
21日

10月
22日

10月
24日

10月
27日

11月
25日

10月
29日

大滝たきのみやこども園運動会 多賀ささゆり保育園運動会

11月
1日

11月
2日

11月
4日

取
り
組
み
が
継
続
で
き
る
よ
う

段
階
的
に
検
討

産
業
環
境
課
長

多
賀
町
獣
害
防
止

集
落
自
衛
対
策
事
業
に
つ
い
て

　
平
成
20
年
か
ら
獣
害
防
止
柵
の
設
置
が

始
ま
り
、
最
終
、
36.4
㎞
に
及
ぶ
柵
が
設

置
、
平
成
29
年
よ
り
多
賀
町
獣
害
防
止
集

落
自
衛
対
策
事
業
補
助
金
を
も
っ
て
関
係

団
体
へ
の
支
援
が
お
こ
な
わ
れ
、
現
在
16

の
団
体
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。

　
経
年
劣
化
に
よ
る
修
繕
個
所
が
増
え
る

な
か
、
獣
害
対
策
と
し
て
効
果
が
高
く
、

ま
た
、
今
後
も
継
続
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
で
、
関
係
団
体
の
ご
負
担

を
軽
減
す
る
た
め
に
も
補
助
金
の
見
直
し

が
必
要
と
考
え
る
。

【
一
之
瀨
】
多
賀
町
獣
害
防
止
集
落
自
衛

対
策
事
業
補
助
金
の
見
直
し
は
。

【
産
業
環
境
課
長
】
経
年
劣
化
に
よ
る
修

繕
個
所
も
増
え
つ
つ
あ
り
、
ま
た
、
作
業

に
従
事
す
る
方
が
高
齢
と
な
り
つ
つ
あ
る

こ
と
な
ど
、
団
体
負
担
金
の
軽
減
を
求
め

る
ご
意
見
を
伺
っ
て
い
る
。

　

取
り
組
み
が
継
続
で
き
る
よ
う
補
助

率
、
大
規
模
な
修
繕
、
高
齢
化
な
ど
に
つ

い
て
段
階
的
に
検
討
を
進
め
る
。

一之瀨　浩治 議員
いち　の　せ　            こう　じ

一之瀨　浩治 議員
いち　の　せ　            こう　じ

多賀SIC上り線視察町制70周年記念式典 多賀町民のつどい

11月
22日

12月
14日

12月
19日

役 職 紹 介
常任委員会

多賀町議会の体制に変更がありましたので次のとおりお知らせします。現在の任期は次の役職改選まで
の令和８年３月となります。

特別委員会

総務委員会 議会運営委員会
委 員 長
副委員長
委 員
委 員

委 員 長
副委員長
委 員
委 員

川岸　真喜
小島　　櫻
富永　　勉
菅森　照雄

多賀町議会 議　長
富永　　勉

一部事務組合
彦根愛知犬上広域行政組合
議 員
議 員

富永　　勉
神細工宗宏

湖東広域衛生管理組合
議 員
議 員

富永　　勉
神細工宗宏

神細工宗宏
川岸　真喜
山口　久男
菅森　照雄

委 員
委 員
委 員
委 員

木下　茂樹
大谷　重温
一之瀨浩治
小島　　櫻

委 員 長
副委員長
委 員
委 員
委 員

山口　久男
大谷　重温
神細工宗宏
川岸　真喜
木下　茂樹

議会改革

役 職 変 更 の お 知 ら せ

※赤字は役職変更
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議会改革特別委員会 議会改革特別委員会

議会改革特別委員会　　12月９日
多賀町職員対象『議員によるハラスメント実態調査』結果について

当委員会では、職員の皆さんが安心して業務に従事できる職場環境の確保と、健全な議会運営の推進
を目的に議員によるハラスメント実態調査をおこないました。
８月12日～９月１日、会計年度任用職員を含む全職員２１９人を対象におこない、１１４人から回答
を得ました。（以下、回答のあった内容のみ記載）

※全てのハラスメント

●ある・・・・・・・・１０件　　　　　●ない・・・・・・・・１０４件

●３か月以内
●６か月以内
●１年以内
●それ以前

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７件

●威圧的・高圧的な言動や態度をされた
●職務に関係のない、理不尽な要求をされた
●対応や回答（答弁）に罵倒された
●執拗に質問や批判を繰り返された　
●大声で叱責された
●業務に支障が生じると感じる時間拘束された
●理不尽な要求をされた
●人格や能力を否定したり侮辱、罵倒するような発言をされた
●個人を攻撃する発言をされた
●同じ場に居ながら見て見ぬふりを（無視）された
●人事異動への介入など待遇への不利益をほのめかすような言動をされた
●不快・精神的苦痛を感じる身体への意図的な接触
●不快・精神的苦痛を感じる性的な言動
●行事、宴会の席への出席を強く求められた

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件

・・・・・・・・・・・１件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件

●ストレスが増加した
●気分が落ち込んだ
●激しく動悸がした
●自分の能力が低いと感じた
●仕事のモチベーションが下がった

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３件

●悲しみや不公平感を感じた
●降任を希望したい
●特に何も感じない

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件

Q 1 あなたは議員から※ハラスメントを受けたことがありますか？ ※全てのハラスメント

Q 2 それはいつ頃ですか？（複数選択可）

Q 3 どのようなハラスメントでしたか？（複数選択可）

●業務の効率が落ちた
●集中力が低下した
●業務量が増えた
●議員と会話をしたくなくなった
●支障が出なかった

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件

Q 5 Q3のハラスメントにより業務にどのような支障が出ましたか？（複数選択可）

●睡眠障害や不眠がある（あった）
●常に疲労感がある（あった）
●体調を崩した（頭痛・不安・食欲不振・胃腸の不調・風邪をひく等)　
●ストレス反応が出た（発汗・息切れ等）
●影響がなかった

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２件

・・・・・・・・・・・・・・１件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４件

Q 6 Q3のハラスメントにより体調面にどのような影響がある、またはありました
か？（複数選択可）

●行為者に抗議した
●上司に相談した
●同僚に相談した
●何もしなかった

Q 7 議員からのハラスメントにどのような対応をしましたか？（複数選択可）

●業務に支障が出ると思った
●何をしても解決しないと思った
●自分が我慢すれば良いと思った
●行動するほどのことではないと思った

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件

Q 8 Q7で「●何もしなかった」を選択された方にお聞きします。ハラスメント
があった際に、何もしなかったのはなぜですか？（複数選択可）

●ある・・・・・・・１７件　　　　　　●ない・・・・・・・９６件

あなたは職員（同僚や上司、部下）が議員から※ハラスメントを受けているの
を見た （聞いた）ことがありますか？  （※ハラスメントの種類は問いません。）

●３か月以内
●１年以内
●それ以前

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１件

Q10

Q 9

あると回答した方へ、そのようなハラスメントを見た（聞いた）のはいつで
すか？（複数選択可）

Q 4 Q3の時、あなたはどのように感じましたか？（複数選択可）

アンケート結果
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上記アンケート結果については「議会改革特別委員会」に於いて全議員で共有し、行政にも結果を送
付しました。次頁のとおり、委員会での意見と今後の対応を記載します。

●気分が落ち込んだ
●動悸がした
●聞いている（見ている）だけで気分が悪くなった
●特に何も感じない

Q12 その時、あなたはどのように感じましたか？（複数選択可）

●横暴な態度をされた
●無視された
●無理難題を押し通そうとされた
●許可なく執務室へ立ち入られた
●過剰な資料を要求された
●事実無根の発言をされた
●急な対応を強引に要求された
●ない

Q13 議員と接する中で、ハラスメントを受けたという認識ではないが、「不快、威圧感、プレッシャー」に感じたことがあれば教えてください（複数選択可）

●議員のハラスメントに関する意識改革
●ハラスメントに関する第三者機関の設置
●実効性のある規定等の整備
●被害者が守られる体制づくり
●ハラスメントの問題発生時の迅速な対応
●議員のハラスメント研修の充実

Q14 ハラスメントを防止するために望むことはありますか？（複数選択可）

●威圧的・高圧的な言動や態度
●職務に関係のない、理不尽な要求
●対応や回答（答弁）に罵倒された
●執拗に質問や批判を繰り返された
●大声で叱責された
●業務に支障が生じると感じる時間拘束
●理不尽な要求
●人格や能力を否定したり侮辱、罵倒するような発言
●個人を攻撃する発言
●同じ場に居ながら見て見ぬふりを（無視）する
●人事異動への介入など待遇への不利益をほのめかすような言動をする
●意に沿わない性的な交渉や交際などを求める
●その職員の性別に関する不快・差別的な言動
●見ていて不快・精神的苦痛を感じる身体への意図的な接触
●見ていて不快・精神的苦痛を感じる性的な言動
●行事、宴会の席への出席を強く求める

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７５件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３件
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Q11  どのようなハラスメントでしたか？（複数選択可）
◎ハラスメントを受けた職員や議員が相談しやすい体制ができていない。
◎ハラスメント対応のマニュアルができているのか。
◎ハラスメントを言い合える環境が必要。
◎行政に対し住民の要求を実現して欲しいという立場でこれまで仕事をしてきた。住民の思いを
　放棄できない。何がハラスメントになるのか、その辺の判断・認識を統一すべきではないか。
◎発言している本人と受けている側の感性の違いが起こす問題であると思う。私達も気を付けな
　くてはならない。
◎行政側と議会の役割が認識できていないとハラスメントになるのでないか。
◎議員は威圧的・高圧的な態度ととられないようブレーキをかける必要がある。
◎議員だけではなく、職員の取り組みも必要ではないか。

【研　　修】行政と同じ研修を受けて意識の統一をはかる。
　　　　　　職員・議員ともに研修を増やして意識強化をはかる。
【調　　査】今回の調査で、様々な事案が確認できた。今後も２年に１回調査を実施する。
　　　　　　議員だけでなく職員間の調査も必要ではないか。
【窓口対応】長時間の職員の拘束は議会事務局を通じて事前に調整する。
【相談窓口】職員や議員がハラスメントを受けた場合の相談窓口が機能するよう、体制を改め
　　　　　　て確認し、相談しやすい体制づくりを実現させる。

【議員の意識改革に向けての取り組み】
　12月定例会で『多賀町議会基本条例の一部を改正する条例について』を可決。

第１３条の２
　議会および議員は、ハラスメント（社会通念上必要かつ相当な範囲を超えた言
動により、個人の尊厳を害し、相手に精神的もしくは身体的な苦痛または不利益
を与え、相手の職務環境または生活環境を害する行為をいう。以下この条におい
て同じ。）が個人の尊厳を不当に害し、人権侵害に当たることを認識し、議員に
よるハラスメントの防止および議員に対するハラスメントの防止に努めなければ
ならない。

目　　　的：議員のハラスメント防止に向けた意識強化。
改正の内容：以下の条文を加える。

（ハラスメントの防止）

我々議員は、住民の皆さまから負託を受けて公的権限を持つ立場であり、議会に対する信頼
を損ねることのないよう公正・誠実な活動をおこなうといった姿勢を明確に示す必要があり
ます。議会への信頼を高めるため本条例の改正をしました。
今後も、議員研修を重ね、地域の皆さまに信頼される『多賀町議会』をめざしてまいりま
す。

意 見
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読みたくなる議会だよりをめざして読みたくなる議会だよりをめざして

読みたくなる
議会だよりを
目指して

2024年4月1日
広報委員会
新メンバーでスタート

2024年7月17日
岐阜県養老町視察研修にて
議会だよりシリーズ
「あれからどうなったんやぁ～」について
・シリーズの内容の決め方　・内容の選び方　
・住民さんからの評価　・編集への取り組み
　などを直接お聞きした

2024年10月3日
鳥取県大山町視察研修にて
「町村議会全国コンクール３位」
町民にわかりやすく読みやすい
広報誌の作成について研修する

2024年11月20日・2025年11月4日
県内６町村議会広報研修会で、
具体的な改善点のアドバイスもらう

2024年9月25日
全国町村議会広報研修会に参加
読まれる議会広報誌の作り方
「町村議会全国コンクール１位」
埼玉県寄居町の広報誌を参考にする

2024年8月発行の
議会だよりシリーズ
「もっと知りたい！
     教えて！議員さん！」
企画スタート

 これからの議会だよりは
住民参画で、もっと身近な広報誌へ

なるほど！

特別企画

や
っ
た
ー

「そうだ！」
もっと町民さん目線の
議会だよりにしよう！

少しずつ
「議会だより、わかりやすい」
と住民さんの声が聞こえてきた

＃読まれない議会だよりに
出す意味なし

議会だよりが議会と
町民とのつながりを
強くするツールとして
機能している

多賀町にあった
広報って

どんなんかな？

皆さんに読んで
いただける
議会だよりを！

予告

【問】ハワイへの短期留学はどのような内容か。
【答】大山町の生徒のみで１クラスをつくり、現地学校で英語の授業を受ける。
　　　現地生徒とは放課後に交流する予定。
【問】短期留学や国際交流でどんな効果があるのか。
【答】「英語環境に浸す（イマージョン教育）」ことによって英会話を習得し、異文化を学ぶ。
【問】一部の生徒にしか効果がないのではないか。
【答】帰国後に発表会など実施し、ほかの生徒への波及効果を狙っている。

質疑応答

幼児・学校教育課  英語教育の推進・充実福祉介護課  地域介護予防活動支援事業
「英語環境に浸す」ことで英会話を習得
一部の生徒から全体へ、学習成果をどう広げる？

介護予防と地域の支え合い体制をすすめる
高齢者の「通いの場」として、活用が広がるか⁉

予算審査　特別委員会令和 6 年度予算

予算額

218
万円

議員の視点

どんな内容？
ハワイ州ホノルル市の私立学校へ
中学生を派遣し、短期英語プログ
ラムを受講するもの。

詳細は？
対象：町内中学生
期間：7/30 ～ 8/12 の 14日間
宿泊形態：学生寮とホームステイ
費用：自己負担 20万円

どんな内容？
大山町の姉妹都市カリフォルニア
州テメキュラ市で学校訪問などの
交流活動を行うもの。

詳細は？
対象：町内中学生
期間：7/24 ～ 8/4 の 12日間
宿泊形態：ホテルとホームステイ
費用：自己負担 10万円

予算額

970
万円

予算額

583
万円

ハワイ短期英語留学 米国テメキュラ市交流

2024 年
派遣予定

８人

2024 年
派遣予定

６人

実施方法に疑問
ハワイ留学先のクラスが大山町の生徒
だけというのが気になる。どのように英
語漬けにするのか工夫に注目します。

池田議員

町民の声 町民の声

石原由佳さん
（香取）

谷尾良さん
（国信）

ありがたい
小学生の子どもが3人い
ます。本人が希望すれば、
短期留学に行かせたい
です。

大賛成です
短期留学は大賛成。
生の英語に接するいい機会です。
大人も行きたいくらい…。
ただ、経費が気になるな。

どんな内容？
運動・趣味・社会貢献など、フレイル予防に役立つ活動
をする団体を補助し、高齢者の居場所をつくるもの。

詳細は？
〇月 1回以上、年間を通じた定期的な開催
〇 65歳以上の高齢者が 1回あたり 5人以上参加
〇実施場所は町内の集会所など

補助対象は？
〇自治会、地域自主組織、ＮＰＯ、趣味のサークルなど

補助額は？

必要とされる近所の「通いの場」

月1回 月2-3回 月4-7回 月8回
5-10人 5千円 8千円 1万円 1万2千円
11人以上 8千円 1万円 1万2千円

不満です
通いの場への支援が拡充されると
聞き、当初は喜んでいました。しかし、
通いの場には欠かせない茶菓子代が
ダメだと聞いてとても不満です。
実際に人が集まるための支援が必要
です。

町民の声

下嶋将義さん
（坊領）

教 育 民 生

　4月以降、本事業の補助金額が変更され、使用用途から茶菓子が
対象外とされるなど、予算審査時に議会が認識していた内容と異
なる形で運用が開始されていることが明らかになった。
　特に、補助金の使用用途については、集まりやすく会話が盛り
上がるお茶やお菓子を対象に含めるべきだとする町民の声も多い。

本件については、今後、議会で追跡調査していきます。

予算承認後に内
容の変更か！？
町民からクレー

ムも

使用用途 補助額
（月1回 ５～10人）

3月議会まで これまでは茶話会に茶菓子
などを出していた 5000円

その後の
変更点 飲食代（茶菓子など）は不可 3000円

11 10

「自美恵堂higami」　黒毛和牛の「大山宝牛ステーキ丼」をはじめ、地元ならではの味覚が充実しており「大山おこ
わ」や「大山そば」なども楽しめます。営業時間は11時～14時で、定休日は金曜日。問い合わせ先0859(52)2338。

「なかやま温泉　食堂オープン」　しばらく空き店舗であった食堂が、お食事処海菜(かいさい)として令和6年
3月19日にオープン。営業時間は11時～21時、不定休。中華定食やラーメン、丼ぶりものが提供されます。
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